
仙
台
市
介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
調
査
機
関
及
び
指
定
情
報
公
表
セ
ン
タ
ー
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則 

（
趣
旨
） 

第
一
条 
こ
の
規
則
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
、
介

護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。）
及
び
介
護
保
険
法
施

行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
指
定
調
査
機
関
及
び
指
定

情
報
公
表
セ
ン
タ
ー
の
指
定
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
指
定
の
申
請
） 

第
二
条 

法
第
百
十
五
条
の
三
十
六
第
二
項
の
申
請
は
、
指
定
調
査
機
関
指
定
申
請
書
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。 

２ 

法
第
百
十
五
条
の
四
十
二
第
二
項
の
申
請
は
、
指
定
情
報
公
表
セ
ン
タ
ー
指
定
申
請
書
に
よ
り
行
う

も
の
と
す
る
。 

 

（
変
更
の
届
出
） 

第
三
条 

政
令
第
三
十
七
条
の
四
第
二
項
（
政
令
第
三
十
七
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
（
第
七
条
第
一
項
第
二
号
に
お
い
て
「
変
更
の
届
出
」
と
い
う
。）
は
、
指

定
調
査
機
関
（
指
定
情
報
公
表
セ
ン
タ
ー
）
変
更
届
出
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
休
廃
止
の
許
可
の
申
請
） 

第
四
条 

法
第
百
十
五
条
の
四
十
一
（
法
第
百
十
五
条
の
四
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
許
可
（
第
七
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
「
休
廃
止
の
許
可
」
と
い
う
。）
の
申
請
は
、
指
定

調
査
機
関
（
指
定
情
報
公
表
セ
ン
タ
ー
）
休
止
（
廃
止
）
許
可
申
請
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
調
査
事
務
規
程
等
の
認
可
の
申
請
） 

第
五
条 

政
令
第
三
十
七
条
の
六
第
一
項
前
段
（
政
令
第
三
十
七
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。）
の
認
可
の
申
請
は
、
調
査
事
務
規
程
（
情
報
公
表
事
務
規
程
）
認
可
申
請
書
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。 

２ 

政
令
第
三
十
七
条
の
六
第
一
項
後
段
（
政
令
第
三
十
七
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）

の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
可
の
申
請
は
、
調
査
事
務
規
程
（
情
報
公
表
事
務
規
程
）
変
更
認
可
申
請
書

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
調
査
員
養
成
研
修
を
行
う
者
の
指
定
等
の
申
請
等
） 

第
六
条 

政
令
第
三
十
七
条
の
七
第
四
項
の
申
請
は
、
調
査
員
養
成
研
修
指
定
申
請
書
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。 

２ 

政
令
第
三
十
七
条
の
七
第
四
項
第
三
号
イ
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
承
認
の
申
請
は
、
調
査
員
養
成
研

修
事
業
変
更
承
認
申
請
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 



３ 
政
令
第
三
十
七
条
の
七
第
四
項
第
三
号
イ
の
規
定
に
よ
る
廃
止
の
承
認
の
申
請
は
、
調
査
員
養
成
研

修
事
業
廃
止
承
認
申
請
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

４ 

政
令
第
三
十
七
条
の
七
第
四
項
第
三
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
は
、
調
査
員
養
成
研
修
事
業

変
更
届
出
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
公
示
） 

第
七
条 

政
令
第
三
十
七
条
の
四
第
三
項
（
政
令
第
三
十
七
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。）、
第
三
十
七
条
の
九
（
政
令
第
三
十
七
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
及
び
第
三

十
七
条
の
十
第
二
項
（
政
令
第
三
十
七
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
公
示
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

指
定
調
査
機
関
又
は
指
定
情
報
公
表
セ
ン
タ
ー
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
調
査
事
務
又
は
情
報
公
表

事
務
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
調
査
事
務
等
」
と
い
う
。）
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地 

二 

変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
変
更
の
内
容
及
び
届
出
の
年
月
日 

三 

休
廃
止
の
許
可
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
休
止
又
は
廃
止
に
係
る
調
査
事
務
等
の
内
容
及
び
休
止

又
は
廃
止
の
年
月
日 

四 

政
令
第
三
十
七
条
の
十
第
一
項
（
政
令
第
三
十
七
条
の
十
一
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の

規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
調
査
事
務
等
の
一
部
又
は
全
部
の
停
止
を
命
じ
た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
取
消
し
又
は
停
止
命
令
の
年
月
日 

２ 

市
長
は
、
政
令
第
三
十
七
条
の
七
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
調
査
員
養
成
研
修
を
行
う
者
を
指
定
し
た

と
き
又
は
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
調
査
員
養
成
研
修
を
行
う
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

調
査
員
養
成
研
修
を
行
う
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
調
査
員
養
成
研
修
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地 

二 

調
査
員
養
成
研
修
を
行
う
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
取
消
し
の
年
月
日 

 

（
実
施
細
目
） 

第
八
条 

こ
の
規
則
の
実
施
細
目
は
、
健
康
福
祉
局
長
が
定
め
る
。 

 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
健
康
福
祉
局
保
険
高
齢
部
介
護
事
業
支
援
課
） 


